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【目的】介護力の問題から自宅から介護施設(以下、施設)へ療養場所を移す方は少なくない。

在宅療養支援診療所(在支診)を中心に、施設入所者への在宅医療を行ってきた。短時間で多

数の診療を行う医療機関があり不適切であるとされ平成 26 年度診療報酬改定では施設での

在宅医療の診療報酬は大幅に減額された。医療機関の経営は悪化し、施設での診療から撤退

する医療機関も出てきている。しかしこれまで施設での在宅医療に対する診療報酬に関する

経営的視点よりの調査はなかった。今回、自宅での在宅医療の診療報酬と比較することで、

施設での診療報酬のあり方について考える。 

【方法】当院は都市部にある単独型強化型在支診である。平成 25 年 10 月から平成 26 年 9

月までに当院で訪問診療を行った 358人(自宅 201人、施設 157人)を対象に診療時間(診察、

移動、カルテ記入等、カンファレンス等)、訪問診療・往診数をカルテより抽出。診察・移

動時間は平成 26 年 3 月以降の実測値、その他の時間は院内の業務改善のために調査した概

算値を使用。レセプトは平成 26年 3月、4月、9月分を使用。施設への個別訪問は 4月は限

定的に、9月は大部分に行った。 

【結果】主病は在宅で神経難病が 66.2％、施設で認知症が 87.9％。施設数は 18(患者数 1-22

人)。平成 26年 3月の自宅での在宅医療を行った場合の、1時間あたりの粗利益(診療報酬よ

り医療原価を引いたもの)を 100とした場合、自宅では 4月 103.2、9月 103.7。施設では 3

月 98.4、4 月 56.6、 9 月 76.0。1 ヶ月ののべ診療時間は 3 月 626.2 時間、4 月 634.9 時

間、9月 679.1時間。患者数は観察期間中に大きな増減はなかった。 

【考察】施設での診療報酬は今回の改定前のものが妥当であると考える。収入を確保するた

めには個別訪問を行う必要があり、非効率であった。 
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